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次期学習指導要領が目指す基本的な方向性 
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中央教育審議会総会 
「初等中等教育における教育課程の基準等の在り方について」諮問 

平成26年11月 

平成26年12月 教育課程部会 
・教育課程企画特別部会を設置 

平成27年１月 教育課程企画特別部会（第１回） 

平成27年８月 教育課程企画特別部会（第14回） 
教育課程部会 
・「論点整理」をとりまとめ 

 新しい時代にふさわしい学習指導要領の基本的な考え方や、
教科・科目等の在り方、学習・指導方法及び評価方法の在り
方等に関する基本的な方向性について、計14回審議 

論点整理の方向に沿って教科等別・学校種別に専門的に検討 平成27年 
秋以降 

平成28年 教育課程部会又は教育課程企画特別部会における議論を踏まえて、審議のまとめ 

平成28年度内 中央教育審議会として答申 
（小学校は32年度から、中学は33年度から全面実施予定。高校は34年度から年次進行により実施予定。） 

これまでの中教審の議論の経過と今後のスケジュール 
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今後の学習指導要領改訂スケジュール（現時点の進捗を元にしたイメージ） 
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平 成 2 8 年 ８ 月 ２ ６ 日 
中 央 教 育 審 議 会 
教 育 課 程 部 会 

資料3 
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学習指導要領改訂の背景 

 より良い学校教育を通じて、より良い社会を作るという目標を学校と社会が共有して実現 
 社会や産業の構造が変化し、質的な豊かさが成長を支える成熟社会に移行していく中で、私たち人間に求められる
のは、定められた手続を効率的にこなしていくにとどまらず、感性を豊かに働かせながら、どのような未来を創って
いくのか、どのように社会や人生をよりよいものにしていくのかを考え、他者と一緒に生き、主体的に判断し、新た
な価値を生み出していくことであるということ、そのためには生きて働く知識を含む、これからの時代に求められる
資質・能力を学校教育で育成していくことが重要であるということを、学校と社会とが共通の認識として持つことが
できる好機にある。 

人工知能が進化して、 
人間が活躍できる職業は 
なくなるのではないか。 

今学校で教えていることは、 
時代が変化したら 

通用しなくなるのではないか。 

 学校教育のよさをさらに進化させるため、学校教育を通じて子供たちが身に付けるべき資質・能力や
学ぶべき内容などの全体像を分かりやすく見渡せる「学びの地図」として、学習指導要領を示し、幅広
く共有 
・これからの時代に求められる知識や力とは何かを明確にし、教育目標に盛り込む。これにより、子供が学びの意義や
成果を自覚して次の学びにつなげたり、学校と地域・家庭とが教育目標を共有してカリキュラム・マネジメントが実
現しやすくなる。 

・生きて働く知識や力を育む質の高い学習過程を実現するため、各教科における学びの特質を明確にするとともに、授
業改善の視点（「アクティブ・ラーニングの視点」）を明確にする。これにより、教科の特質に応じた深い学びと、
我が国の強みである「授業研究」を通じたさらなる授業改善が実現する。 

子供たちに、情報化やグローバル化など急激な社会的変化の中でも、 
未来の創り手となるために必要な資質・能力を 
確実に備えることのできる学校教育を実現する。 
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「初等中等教育における教育課程の基準等の在り方について」諮問(平成26年11月）の概要 

１．新しい時代に求められる資質・能力を踏まえた、初等中等教育全体を通じた改訂の基本方針、 

        学習・指導方法の在り方（アクティブ・ラーニング）や評価方法の在り方等 

２．新たな教科･科目等の在り方や、既存の教科･科目等の目標･内容の見直し 

   ○グローバル社会において求められる英語教育の在り方（小学校における英語教育の拡充強化、 
中・高等学校における英語教育の高度化） 

   ○国家及び社会の責任ある形成者を育むための高等学校教育の在り方 

・主体的に社会参画するための力を育てる新たな科目等 

・日本史の必修化の扱いなど地理歴史科の見直し 

・より高度な思考力等を育成する新たな教科・科目 

・より探究的な学習活動を重視する視点からの「総合的な学習の時間」の改善 

・社会的要請も踏まえた専門学科のカリキュラムの在り方など、職業教育の充実 

・義務教育段階での学習内容の確実な定着を図るための教科・科目等         など 

３．各学校におけるカリキュラム･マネジメントや、学習･指導方法及び評価方法の改善支援の方策 

◆ 子供たちが成人して社会で活躍する頃には、生産年齢人口の
減少、グローバル化の進展や絶え間ない技術革新等により、社会
や職業の在り方そのものも大きく変化する可能性。 

◆ そうした厳しい挑戦の時代を乗り越え、伝統や文化に立脚し、高
い志や意欲を持つ自立した人間として、他者と協働しながら価値
の創造に挑み、未来を切り開いていく力が必要。 

 

◆ そのためには、教育の在り方も一層進化させる必要。 

◆ 特に、学ぶことと社会とのつながりを意識し、｢何を教える
か｣という知識の質・量の改善に加え、「どのように学ぶか」と
いう、学びの質や深まりを重視することが必要。また、学び
の成果として「どのような力が身に付いたか」という視点が重
要。 

趣旨 

⇒平成28年度中を目途に答申、2020年（平成32年）から順次実施予定 

審議事項の柱 
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＜社会に開かれた教育課程＞ 

① 社会や世界の状況を幅広く視野に入れ、よりよい学校教育を
通じてよりよい社会を創るという目標を持ち、教育課程を介し
てその目標を社会と共有していくこと。 

② これからの社会を創り出していく子供たちが、社会や世界に
向き合い関わり合い、自分の人生を切り拓いていくために求め
られる資質・能力とは何かを、教育課程において明確化し育ん
でいくこと。 

③ 教育課程の実施に当たって、地域の人的・物的資源を活用
したり、放課後や土曜日等を活用した社会教育との連携を
図ったりし、学校教育を学校内に閉じずに、その目指すところ
を社会と共有・連携しながら実現させること。 

  

これからの教育課程の理念 
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主体的･対話的で深い学び（「アクティブ・ 
ラーニング」）の視点からの学習過程の改善 

 
 主体的な学び 

深い学び 
対話的な学び 

新しい時代に必要となる資質･能力の育成と、学習評価の充実 
   

新しい時代に必要となる資質･能力を踏まえた 
教科･科目等の新設や目標･内容の見直し       

何を学ぶか どのように学ぶか 

よりよい学校教育を通じてよりよい社会を創るという目標を共有し、 
社会と連携･協働しながら、未来の創り手となるために必要な資質・能力を育む 

「社会に開かれた教育課程」の実現 

学習指導要領改訂の方向性（案） 

何ができるようになるか 

生きて働く知識･技能の習得
など、新しい時代に求められ
る資質･能力を育成 
知識の量を削減せず、質の高
い理解を図るための学習過程
の質的改善 

小学校の外国語教育の教科化、高校の新科目「公共（仮
称）」の新設など 
各教科等で育む資質･能力を明確化し、目標や内容を構造
的に示す 

学習内容の削減は行わない※ 

各学校における｢カリキュラム･マネジメント｣の実現 
   

※高校教育については、些末な事実的知識の暗記が大学入学者選抜で問われることが課題になっており、
そうした点を克服するため、重要用語の整理等を含めた高大接続改革等を進める。 

未知の状況にも対応できる 
思考力・判断力・表現力等の育成 生きて働く知識・技能の習得 

学びを人生や社会に生かそうとする 
学びに向かう力・人間性の涵養 
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育成すべき資質・能力の三つの柱（案） 

どのように社会・世界と関わり、 
よりよい人生を送るか 

何を理解しているか 
何ができるか 
知識・技能 

理解していること・できる 
ことをどう使うか 

思考力･判断力・表現力等  

学びに向かう力 
人間性等 

「確かな学力」「健やかな体」「豊かな心」を 
総合的にとらえて構造化 
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各教科等の学校段階別の教育のイメージ（案）（小学校段階の一部の教科を掲載） 
※平成28年７月１日現在、事務的に調整中のもの。 

教科等 目標 
知識・技能 思考力・判断力・表現力等 学びに向かう力・人間性 

国語科 ◎言葉に対する見方・考え方を働か
せ、国語で理解し表現することを
通して、言語感覚を養い、国語に
関する資質・能力を次のとおり育
成する。 

①日常生活に必要な国語の特質
について理解し使うことがで
きるようにする。 

  

②創造的・論理的思考や感性・情
緒を働かせて思考力や想像力を
養い、日常生活における人との
関わりの中で、国語で正確に理
解したり適切に表現したりしな
がら自分の思いや考えを深める
ようにする。 

③言葉を通じて伝え合うよさを
味わうとともに、言葉の大切さ
を自覚し、国語を尊重してその
能力の向上を図る態度を養う。 

  
  

社会科 ◎社会的な見方・考え方を働かせ、
課題を追究したり解決したりする
活動を通して、グローバル化する
国際社会に主体的に生きる平和で
民主的な国家及び社会の形成者に
必要な公民としての資質・能力の
基礎を次のとおり養う。 

①地域や我が国の地理的環境、
現代社会の仕組みや働き、地
域や我が国の歴史や伝統と文
化を通して、社会生活につい
て理解するとともに、調査や
諸資料から情報を適切に調べ
まとめる技能を身に付けるよ
うにする。 

②社会的事象の特色や相互の関連、
意味について多角的に考える力、
社会に見られる課題を把握して、
その解決に向けて社会への関わ
り方を選択・判断する力、思
考・判断したことを適切に表現
する力を養うようにする。 

③社会的事象について、よりよ
い社会を考え課題を意欲的に解
決しようとする態度を養うとと
もに、多角的な考察や理解を通
して涵養される地域社会に対す
る誇りと愛情、我が国の国土や
歴史に対する愛情、地域社会の
一員としての自覚、世界の国々
の人々と共に生きていくことの
大切さの自覚を養うようにする。 

算数科 ◎数学的な見方・考え方を働かせ、
算数の学習を生活や学習に活用す
るなどの数学的活動を通して、数
学的に考える資質・能力を育成す
る。 

  

①数量や図形などについての基
礎的・基本的な概念や性質な
どを理解するとともに、日常
の事象を数理的に処理する技
能を身に付ける。 

  

②日常の事象を数理的にとらえ見
通しをもち筋道を立てて考察す
る力、基礎的・基本的な数量や
図形の性質などを見いだし統合
的・発展的に考察する力や、数
学的な表現を用いて事象を簡
潔・明瞭・的確に表したり柔軟
に表したりする力を養う。 

③数学のよさに気づき、算数の
学習を生活や学習に活用したり、
学習を振り返ってよりよく問題
解決したりする態度を養う 

  

理科 ◎自然に親しみ、理科における見
方・考え方を働かせて、問題を見
いだし、見通しをもって観察・実
験などを行い、より妥当な考えを
導き出す過程を通して、自然の事
物・現象を科学的に解決するため
に必要な資質・能力を養う。 

①自然の事物・現象に対する基
本的な概念や性質の理解を図
り、観察・実験等の基本的な
技能を養う。 

②見通しをもって観察・実験など
を行い、問題解決の能力を養う。 

  
  

③自然を大切にし、生命を尊重
する態度、科学的に探究する態
度、妥当性を検討する態度を養
う。 
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 高等学校の教科･科目構成について（案） 
（科目構成等に変更があるものを抜粋） …共通必履修 …選択必履修 

論理国語 
（仮称） 

文学国語 
（仮称） 

国語表現 
（仮称） 

古典探究
（仮称） 

現代の国語（仮称） 言語文化（仮称） 英語コミュニケーション（仮称） 
（「聞くこと」「読むこと」「話すこと」「書くこと」の統合型） 

英語コミュニケーションⅡ・Ⅲ
（仮称）（「聞くこと」「読むこと」
「話すこと」「書くこと」の統合型） 

論理・表現Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ（仮称） 
（スピーチやプレゼンテーション、ディ

ベート、ディスカッション等） ※英語力調査の結果やＣＥＦＲ
のレベル、高校生の多様な学
習ニーズへの対応なども踏ま
え検討。 

理数探究（仮称） 

理数探究基礎 
（仮称） 

総合的な探究の時間
（仮称） 

※ 理数探究（仮称）の新設などの状況も踏まえ、探究す
る能力を育むための総仕上げとして位置付け。 

総合的な探究の時間
（仮称） 

数学Ⅲ 

数学Ⅱ 

数学Ⅰ 

数学Ｃ 
（仮称） 

数学Ｂ 

数学Ａ 

科学と 
人間生活 物理基礎 化学基礎 生物基礎 地学基礎 

物理 化学 生物 地学 

日本史探究
（仮称） 

世界史探究
（仮称） 

地理探究
（仮称） 

歴史総合（仮称） 地理総合
（仮称） 

倫理 
（仮称） 

政治・経済
（仮称） 

公共（仮称） 

情報科 
情報Ⅱ 
（仮称） 

情報Ⅰ 
（仮称） 

家庭基礎 
（仮称） 

家庭総合 
（仮称） 

国語科 外国語科 

理数科 

数学科 理科 

地理歴史科 公民科 家庭科 

 ※ グレーの枠囲みは既存の科目 
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  主体的・対話的で深い学びの実現（「アクティブ・ラーニング」の 
            視点からの授業改善）について（イメージ） 

○「論点整理」におけるアクティブ・ラーニングの視点 

【主体的な学び】 
 子供たちが見通しを持って粘り強く取り組み、自らの学習活動を振り返って次につなげる、主体的な
学びの過程が実現できているかどうか。 

【対話的な学び】 
 他者との協働や外界との相互作用を通じて、自らの考えを広げ深める、対話的な学びの過程が実現で
きているかどうか。 

【深い学び】 
 習得・活用・探究という学習プロセスの中で、問題発見・解決を念頭に置いた深い学びの過程が実現
できているかどうか。  

 
 

【主体的な学び】 

 学ぶことに興味や関心を持ち、自己のキャリア形成の方向性と関連付けながら、見通しを持って粘
り強く取り組み、自己の学習活動を振り返って次につなげる「主体的な学び」が実現できているか。 

【対話的な学び】 

 子供同士の協働、教職員や地域の人との対話、先哲の考え方を手掛かりに考えること等を通じ、自
己の考えを広げ深める「対話的な学び」が実現できているか。 

【深い学び】 

  各教科等で習得した概念や考え方を活用した「見方・考え方」を働かせ、問いを見いだして解決
したり、自己の考えを形成し表したり、思いを基に構想、創造したりすることに向かう「深い学び」
が実現できているか。 

 
  

平 成 ２ ８ 年 ５ 月 ９ 日 

教 育 課 程 部 会 
高 等 学 校 部 会 
資料８（会議後修正） 

総則・評価特別部会及び各教科等ＷＧの議論を踏まえ、以下のように整理できるのではないか 
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「主体的・対話的で深い学び」に向けた授業改善を行うことで、学校教育における質の高い学びを実現し、子供たちが学
習内容を深く理解し、資質・能力を身に付け、生涯にわたって能動的（アクティブ）に学び続けるようにすること 



言葉による見方・考え
方 
 

自分の思いや考えを深めるため、対象と言葉、言葉と言葉の関係を、言葉の意味、働き、使い
方等に着目して捉え、その関係性を問い直して意味付けること。 

社会的事象の地理的
な見方・考え方 

社会的事象を、位置や空間的な広がりに着目して捉え、地域の環境条件や地域間の結び付き
などの地域という枠組みの中で、人間の営みと関連付けること。 

社会的事象の歴史的
な見方・考え方 

社会的事象を、時期、推移などに着目して捉え、類似や差異などを明確にしたり、事象同士を
因果関係などで関連付けたりすること。 

現代社会の見方・考え
方 

社会的事象を、政治、法、経済などに関わる多様な視点（概念や理論など）に着目して捉え、よ
りよい社会の構築に向けて、課題解決のための選択・判断に資する概念や理論などと関連付
けること。 

数学的な見方・考え方 事象を、数量や図形及びそれらの関係などに着目して捉え、論理的、統合的・発展的に考える
こと。 

理科の見方・考え方 自然の事物・現象を、質的・量的な関係や時間的・空間的な関係などの科学的な視点で捉え、
比較したり、関係付けたりするなどの科学的に探究する方法を用いて考えること。 

音楽的な見方・考え方 音楽に対する感性を働かせ、音や音楽を、音楽を形づくっている要素とその働きの視点で捉え、
自己のイメージや感情、生活や社会、伝統や文化などと関連付けること。 

造形的な見方・考え方 感性や想像力を働かせ、対象や事象を、造形的な視点で捉え、自分としての意味や価値をつ
くりだすこと。 

各教科等の特質に応じた見方・考え方のイメージ（一部掲載） 

※中学校のイメージ 

平成28年9月12日 中央教育審議会初等中等教育分科会 資料1-4より抜粋 



技能 

○ 学習評価には、児童生徒の学習状況を検証し、結果の面から教育水準の維持向上を保障する機能。 

○ 各教科においては、学習指導要領等の目標に照らして設定した観点ごとに学習状況の評価と評定を行う

「目標に準拠した評価」として実施。 

  ⇒きめの細かい学習指導の充実と児童生徒一人一人の学習内容の確実な定着を目指す。 

関心・意欲・態度 

思考・判断・表現 

知識・理解 

学力の３つの要素と評価の観点との整理 

主体的に学習に 
取り組む態度 

思考力・判断力 
・表現力等 

知識及び技能 

学力の３要素 
（学校教育法） 
（学習指導要領） 

学習評価の 
４観点 

 
指導計画等の作成 

 
指導計画を 
踏まえた 

教育の実施 

 
児童生徒の学習状況、 
指導計画等の評価 

 
授業や 

指導計画等の 
改善 

Ａｃｔｉｏｎ  

Ｐｌａｎ  

Ｄｏ  

Ｃｈｅｃｋ  

○ 学習評価を通じて、学習指導の

在り方を見直すことや個に応じた指

導の充実を図ること、学校における

教育活動を組織として改善すること

が重要。 
指導と評価の一体化  

学習指導と学習評価のＰＤＣＡサイクル 

観点別学習状況の評価について 

【現行】 【以下の３観点に沿っ
た整理を検討】 
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① 各教科等の教育内容を相互の関係で捉え、学校の
教育目標を踏まえた教科横断的な視点で、その目標
の達成に必要な教育の内容を組織的に配列していく。 

 

② 教育内容の質の向上に向けて、子供たちの姿や地
域の現状等に関する調査や各種データ等に基づき、
教育課程を編成し、実施し、評価して改善を図る一連
のＰＤＣＡサイクルを確立する。 

 

③ 教育内容と、教育活動に必要な人的・物的資源等を、
地域等の外部の資源も含めて活用しながら効果的に
組み合わせる。 

カリキュラム・マネジメントの３つの側面 

14 



 
 

 

何を学ぶか 

学習指導要領総則の構造とカリキュラム･マネジメントのイメージ（案） 

何ができるようになるか 何が身に付いたか 

実施するために何が必要か 

子供の発達を 
どのように支援するか 

どのように学ぶか 

○ 小学校教育の基本 ○ 学習評価を通じた学習指導の改善 

○ 児童の発達の支援 

○ 特別な配慮を必要とする
生徒への指導 

○ 教育課程の編成 ○ 教育課程の実施 

○ 学校の指導体制の充実     ○ 家庭・地域との連携・協働 

 教育課程の構造や、新しい時代に求められる資質・能力の在り方、アクティブ・ラーニングの考え
方等について、すべての教職員が校内研修や多様な研修の場を通じて理解を深めることができる
よう、「何ができるようになるか」「何を学ぶか」「どのように学ぶか」の視点から学習指導要領の要
であり、教育課程に関する基本原則を示す「総則」を抜本的に改善し、必要な事項を分かりやすく
整理。 
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学習指導要領・総則の改善イメージ（案） 
【現行】 

第１ 教育課程編成の一般方針 
 
・教育基本法等に示された目的・目標や、学力の３要素、道徳教育、
体育・健康に関する指導など 

 
第２ 内容の取扱いに関する共通的事項 
 
・発展的内容の指導、指導の順序の工夫、複式学級の取扱いなど 

 
第３ 授業時数の取扱い 
 
・年間の授業日数（週数）、１単位時間の設定、弾力的な時間割など 

 
第４ 指導計画の作成等に当たって配慮すべき事項 
１ 学校の創意工夫を生かし、調和の取れた具体的な指導計画 
 
・各教科、各学年間の相互の連携、まとめ方や重点の置き方に工夫
した効果的な指導など 

 
２ その他の配慮 
 
・言語活動の充実、体験的な学習、問題解決的な学習、自主的・自
発的な学習 

 
・学級経営の充実、生徒指導の充実 
 
・児童が見通しを立てたり振り返ったりする活動、学習課題の選択や
自らの将来について考える機会 

 
・個に応じた指導の充実、障害のある児童への指導、海外から帰国
した児童等への適切な指導 

 
・コンピュータ等の情報手段の活用、学校図書館の計画的な利用、
読書活動の充実 

 
・評価による指導の改善 
 
・家庭や地域との連携、学校間の連携や交流、障害のある幼児児童
生徒との交流及び共同学習、高齢者などとの交流の機会 

 
 
前文 
 ⇒「社会に開かれた教育課程」の実現など、改訂が目指す理念 
 
第１ 小学校教育の基本 
 

⇒ 教育基本法等に示された教育の目的・目標の達成に向けた教育課程の意
義、「生きる力」の理念に基づく知・徳・体の総合的な育成、育成を目指す資
質・能力、カリキュラム・マネジメントの実現 

 
 
第２ 教育課程の編成 
 

⇒ 資質・能力を含めた学校教育目標に基づく教育課程の編成、学校段階間
の接続、横断的に育成を目指す資質・能力、授業時数等の共通事項 など 

 
 
第３ 教育課程の実施と学習評価 
 

⇒ 「主体的・対話的で深い学び」（アクティブ・ラーニングの視点）による資質・
能力の育成、言語活動の充実など重要となる学習活動 など 

 
 
第４ 児童の発達を踏まえた指導 
 

⇒ 学級経営、生徒指導、キャリア教育の充実 など 
   特別支援教育、日本語指導など特別な配慮必要とする児童への指導 

 
 
第５ 学習活動の充実のための学校運営上の留意事項 
 

⇒ 学校の指導体制の充実、家庭・地域 
 との連携・協働 

 
第６ 道徳教育推進上の配慮事項 
 

 ⇒ 全体計画の作成、道徳教育推進教師、指導内容の重点化 など 
 
別表 各教科等の見方・考え方の一覧 

【改訂イメージ】  「何ができるようになるか」、「何を学ぶか」、「どのように学ぶか」の視
点から、教育課程の理念や、新しい時代に求められる資質・能力の在り
方、アクティブ・ラーニングの考え方等について、わかりやすく示すもの
として抜本的に改善 

何ができるようになるか 

何を学ぶか 

どのように学ぶか、何が身に付いたか 

子供の発達をどのように支援するか 

実施するために何が必要か 
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理科教育の動向 
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理科 知識や技能 思考力・判断力・表現力等 学びに向かう力、人間性等 
資質・能力の育成のために 
重視すべき学習過程等の例 

高等学校 

＜選択科目＞ 
●知識・技能の深化 
●自然事象に対する概念や原理・
法則の体系的な理解 

 
●科学的な探究能力（論理的・分
析的・統合的に考察する力） 

●新たなものを創造しようとする力 

 
●果敢に挑戦する態度 
●科学的に探究する態度 
●科学に対する倫理的な態度 

 
 
     自然事象に対する 
     気付き 
     課題の設定 
     仮説の設定 
     検証計画の立案 
     観察･実験の実施 
     結果の処理 
     考察・推論 
     表現・伝達 

＜必履修科目＞ 
●自然事象に対する概念や原理・
法則の理解 

●科学的探究についての理解 
●探究のために必要な観察・実験
等の技能 

 
●自然事象の中から見通しをもっ
て課題や仮説を設定する力 

●観察・実験し、得られた結果を分
析して解釈するなど，科学的に探
究する力と科学的な根拠を基に
考えを表現する力 

●仮説の妥当性や改善策を検討
する力 

 
●自然事象に対する畏敬の念 
●諦めずに挑戦する態度 
●日常生活との関連，科学の必要
性や有用性の認識 

●科学的根拠に基づき，多面的，
総合的に判断する態度 

●中学校で身に付けた探究する能
力などを活用しようとする態度 

中学校 

○自然事象に対する概念や原理・
法則の基本的な理解 

○科学的探究についての基本的な
理解 

○探究のために必要な観察・実験
等の基礎的な技能（安全への配
慮，器具などの操作，測定の方法，
データの記録・処理等） 

○自然事象の中に問題を見いだし
て見通しをもって課題や仮説を設
定する力 

○計画を立て，観察・実験する力 
○得られた結果を分析して解釈す
るなど，科学的に探究する力と科
学的な根拠を基に表現する力 

○探究の過程における妥当性を検討す
るなど総合的に振り返る力 

○自然を敬い，自然事象に進んで
かかわる態度 

○粘り強く挑戦する態度 
○日常生活との関連，科学するこ
との面白さや有用性の気付き 

○科学的根拠に基づき的確に判断
する態度 

○小学校で身に付けた問題解決の
力などを活用しようとする態度 

    自然事象に対する 
    気付き 
    課題の設定 
    仮説の設定 
    検証計画の立案 
    観察･実験の実施 
    結果の処理 
    考察・推論 
    表現 

小学校 
 

■自然事象に対する基本的な概念
や性質・規則性の理解 

■理科を学ぶ意義の理解 
■科学的に問題解決を行うために
必要な観察・実験等の基礎的な
技能（安全への配慮，器具などの
操作，測定の方法，データの記録
等） 

 

（各学年で主に育てたい力） 
６年：自然事象の変化や働きにつ
いてその要因や規則性，関係を
多面的に分析し考察して，より妥
当な考えをつくりだす力 

５年：予想や仮説などをもとに質的
変化や量的変化，時間的変化に
着目して解決の方法を発想する
力 

４年：見いだした問題について既習
事項や生活経験をもとに根拠の
ある予想や仮説を発想する力 

３年：自然事象の差異点や共通点
に気付き問題を見いだす力 

■自然に親しみ，生命を尊重する
態度 

■失敗してもくじけずに挑戦する態
度 

■科学することの面白さ 
■根拠に基づき判断する態度 
■問題解決の過程に関してその妥
当性を検討する態度 

■知識・技能を実際の自然事象や
日常生活などに適用する態度 

■多面的，総合的な視点から自分
の考えを改善する態度 

 
 
    自然事象に対する 
    気付き 
    問題の見いだし 
    予想･仮説の設定    
    検証計画の立案    
    観察･実験の実施    
    結果の整理    
    考察や結論の導出 
 

振
り
返
り 

見
通
し 

振
り
返
り 

見
通
し 

振
り
返
り 

見
通
し 

理科において育成すべき資質・能力の整理        
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「科学的な見方や考え方」と「理科における見方・考え方」の整理 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

理科における
見方・考え方 

理科で 
育成する 
資質・能力 

〇〇科 
における 

見方・考え方 

理科 
における 

見方・考え方 
↓ 

理科の 
見方・考え方 

算数・数学科にお
ける 

見方・考え方 
↓ 

数学的な 
見方・考え方 

〇〇科 
における 

見方・考え方 

算数・数学科で育
成する 

資質・能力 

理科で 
育成する 
資質・能力 

〇〇科で 
育成する 
資質・能力 

各教科における 
見方・考え方 

・質的・量的な関係 
・時間的・空間的な関係 
・原因と結果 
・部分と全体 
・多様性、共通性 
・定性と定量 
・比較、関係付け 

など    

各教科で育成する資
質・能力 働かせて 

「科学的な見方や考え方」と「理科の見方・考え方」についての整理 

科学的な見方や考え方 

〇〇科で 
育成する 
資質・能力 
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領    域 

エネルギー 粒    子 生    命 地    球 
見方・考え方 

  
自然の事物・現象を主として
量的・関係的な視点で捉える 
  
  
  
＊高等学校では，事象をより包括的・
高次的に捉える 
  
  
  
  

自然の事物・現象を主として
質的・実体的な視点で捉える 
  
  
  
＊中学校から実体はあるが見えない
（不可視）レベルの原子，分子レベル
で事象を捉える 
＊高等学校では，事象をより包括的・
高次的に捉える 
  

生命に関する自然の事物・現
象を主として多様性と共通性
の視点で捉える 
  
  
＊「分子～細胞～個体～生態系レベル」
の階層性があり，小・中・高と上がるに
つれて扱う階層が広がる 
  
  
  

地球や宇宙に関する自然の事
物・現象を主として時間的・
空間的な視点で捉える 
  
  
＊「身のまわり～地球～宇宙レベル」
の階層性があり，小・中・高と上がる
につれて扱う階層が広がる 
  
  
  

      
  

  
  

 
  

  
  

小 学 校 「見える（可視）レベル」 「物レベル」 「個体～生態系レベル」 「身のまわり（見える）レベル」 

中 学 校 「見える（可視）～見えない（不可
視）レベル」 

「物～物質レベル」 「細胞～個体～生態系レベル」 
  

「身のまわり（見える）～地球（地球
周辺）レベル」 

高 等 学 校 「見える（可視）～見えない（不可
視）レベル」 

「物質レベル」（マクロとミクロの視
点） 

「分子～細胞～個体～生態系レベル」 「身のまわり（見える）～地球（地球
周辺）～宇宙レベル」 

表１ 理科の各領域における特徴的な見方 

学校段階の違い（内容の階層性の広がり） 

理科の各領域における特徴的な見方 別添５－３ 



自然事象に対する気付き  

仮説の設定 

検証計画の立案 

観察・実験の実施＊５  

結果の処理  

考察・推論  

●主体的に自然事象＊７とかかわり，それらを科学的に探究しようとする態度   
（以後全ての過程に共通） 
●自然事象を観察し，必要な情報を抽出・整理する力 
●抽出・整理した情報について，それらの関係性（共通点や相違点など）や傾
向を見いだす力 

●見通しを持ち，検証できる仮説を設定する力 

●仮説を確かめるための観察・実験の計画を立案する力 
●観察・実験の計画を評価・選択・決定する力 

●観察・実験を実行する力 

●観察・実験の結果を処理する力 

●観察・実験の結果を分析・解釈する力 
●情報収集して仮説の妥当性を検討したり，考察したりする力 
●全体を振り返って推論したり，改善策を考えたりする力 
●新たな知識やモデル等を創造したり，次の課題を発見したりする力 
●事象や概念等に対する新たな知識を再構築したり，獲得したりする力 
●学んだことを次の課題や，日常生活や社会に活用しようとする態度 研究発表 

相互評価 

意見交換・議論 

意見交換・議論 

意見交換・議論 

意見交換・議論 

調査 

意見交換・議論 課
題
の
把
握

(

発
見) 

課
題
の
探
究(

追
究) 

課
題
の
解
決 

表現・伝達  ●考察・推論したことや結論を発表したり，レポートにまとめたりする力 

意見交換・議論 

次の探究の過程  

見通し＊２ 

振り返り＊２ 

別添５－４ 資質・能力を育むために重視すべき学習過程のイメージ（高等学校基礎科目の例＊７）  

学習過程例（探究の過程）＊１  

理科における資質・能力の例＊３ 対話的な学びの例＊４ 

＊１ 探究の過程は，必ずしも一方向の流れではない。また，授業では，その過程の一部を扱ってもよい。 
＊２ 「見通し」と「振り返り」は，学習過程全体を通してのみならず，必要に応じて，それぞれの学習過程で行うことも重要である。  
＊３ 全ての学習過程において，今までに身に付けた資質・能力や既習の知識・技能を活用する力が求められる。 
＊４ 意見交換や議論の際には，あらかじめ個人で考えることが重要である。また，他者とのかかわりの中で自分の考えをより妥当なものにする力が求められる。 
＊５ 単元内容や題材の関係で観察・実験が扱えない場合も，調査して論理的に検討を行うなど，探究の過程を経ることが重要である。 
＊６ 自然事象には，日常生活に見られる事象も含まれる。 
＊７ 小学校及び中学校においても，基本的には高等学校の例と同様の流れで学習過程を捉えることが必要である。 
 

見通しと振り返りの例＊２  

●見出した関係性や傾向から，課題を設定する力 課題の設定  



高等学校 理数科目の改訂の方向性として考えられる構成（案） 

現
行
科
目 

数学Ⅲ 数学Ｂ 
数
学
活
用 

数学Ａ 数学Ⅱ 

 物理  化学  生物  地学 

理
科
課
題
研
究 

資
質
・
能
力 

◎専門的な知識と技能の
深化、総合化を図り、より
高度な思考力、判断力、表
現力の育成を図る 

○従来の数学と理科の各教
科で求められていた資質・能
力を統合した科学的な探究
能力の育成を図る   

新
科
目
案 数 学 

 理 科 
（物理・化学・生物・地学） 

   理   数   探   究   (仮称)  

・数学活用：指導内容と日常生活や社会との関連及び探究する学習を重視。 
・理科課題研究：知識・技能を活用する学習や探究する学習を重視。先端科学や学際的領域に関する研究なども扱える。 
・課題研究等の活動は生徒の論理的な思考を育成する効果が高いが、あまり開講されていない状況。（１割未満） 
・スーパーサイエンスハイスクール（ＳＳＨ）で設定されている｢サイエンス探究｣等では、数学と理科で育成された能力を統合
し、課題の発見・解決に探究的に取り組むことで高い教育効果。 

○課題に徹底的に向き合
い、考え抜いて行動する
力の育成を図る   

普通科の場合 

数学Ⅰ 物理基礎 科学と人間
生活 化学基礎 生物基礎 地学基礎 

【諮問文】より高度な思考力･判断力・表現力等を育成するための 
新たな教科・科目の在り方について検討 

ＳＳＨにおける取組み事例なども参考にしつつ、数学と理科の知識や技能を 
総合的に活用して主体的な探究活動を行う新たな選択科目 

◆理数科における科目の在り方についても検討 22 



知識や技能 思考力・判断力・表現力等 学びに向かう力、人間性等 

●探究の過程全体を自ら遂行するため
の知識・技能 

 例：研究テーマの設定方法 
   先行研究の調査方法 
   研究計画の立案方法 
   研究の進め方 
   データの処理、分析 
   研究成果のまとめ方 
   研究成果の発表方法 
  についての知識・技能 
 
●既に有している知識・技能の活用及
び個別の探究を通じて得られるそれぞ
れの内容に関する知識や探究に関する
技能 

 
●探究を通して新しい知見を得る意義
（教科・科目の枠にとらわれずに多角
的・多面的、複合的な視点で事象を捉
えることの重要性を含む）についての
理解 

 
●研究倫理（生命倫理等を含む。)につ
いての基本的な理解 

 
●教科・科目の枠にとらわれない多角
的・多面的、複合的な視点で事象を
捉え、数学や理科に関する課題とし
て設定することができる力 

 
●数学的な見方・考え方や理科の見方
・考え方を豊かな発想で活用したり
組み合わせたりできる力 

 
●多様な価値観や感性を有する人々と
の議論等を積極的に行い、それを基
に多角的・多面的に思考する力 

 
●探究を通して課題解決を実現するた
めの能力 

 例：観察・実験デザイン力 
   構想力 
   実証的に考察する力 
   論理的に考察する力 
   分析的に考察する力 
   統合的に考察する力 
   文章にまとめる力 
   発表・表現力 
 

●様々な事象に対して知的好奇心を
もって数学的な見方や理科の見方で
捉えようとする態度 

 
●数学や理科に関する課題や事象に徹
底的に向き合い、考え抜いて行動す
る態度 

 
●探究の過程において、適宜見通しを
立てたり、学習内容を振り返ったり
するとともに、新たな疑問を抱き、
次につなげようとする態度 

 
●新たな価値の創造に向けて積極的に
挑戦しようとする態度 

 
●主体的・自律的に探究を行っていく
ために必要な、研究に対する倫理的な
態度 

資料１：高等学校の数学・理科にわたる探究的科目において 
育成すべき資質・能力の整理（案） 



高等学校の数学・理科にわたる探究的科目のイメージ 

• 基礎で身に付けた資質・能力を活用して自ら課題を
設定し、探究の過程全体を行う。 

• それぞれの課題に応じた探究を行うために必要な
個別の知識や技能を主体的に身に付けさせ、より深
い探究を志向させる。 

• 探究に当たっては、質を高めるため大学・企業等の
外部機関を積極的に活用する。 

• 実験や分析自体の成否より、試行錯誤し、失敗のリ
スクも引き受けながら主体的にやり遂げる過程を重
視する。 

• 探究の過程全体を自ら遂行するために基礎となる
資質・能力をあらかじめ身に付けておくことが必要。 

• 新たな価値の創造に向けて挑戦することの意義等
について理解を深めさせることで、主体的に探究に
取り組む態度を身に付けさせることが必要。 

• 研究倫理等についての基本的な理解を身に付けさ
せることが必要。 

基礎の習得段階 
探究の手法に 
ついて学ぶ 

研究倫理についての
基本的な理解のため

の学習 

教員の指導のもと、実
験・観察の進め方や分
析の手法を考え、選択
した課題等の探究を
実施する 

校
内
等
で
成
果
を
発
表
す
る 

基礎で学んだ
ことを用いて、
自ら課題を設
定し、探究の
過程全体を実
施する。 

校内・校外
において探
究の成果を
発表する。 

大学・企業等
からの支援 

探究を深める段階 

学習過程の例 

実施段階 

基礎段階 

「理数探究 
（仮称）」 

「理数探究基礎 
（仮称）」 

※以下の２科目で構成 
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その他の改革 
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高大接続改革の全体像イメージ（高大接続システム改革会議最終報告（平成28年3月31日）より） 
－「高等学校教育」、「大学教育」、「大学入学者選抜」の一体的改革による「学力の３要素」の伸長－ 

◎ 明確な「入学者受入れの方針」に基づき、 
 「学力の３要素」を多面的・総合的に評価する選抜へ改善 
 ※入学希望者に求める能力と評価方法の関係の明確化とそれに基づく選抜 

• 新たな選抜実施ルールの構築 
• 「調査書」の改善や「学修計画書」等の充実 

 
◎ 思考力・判断力・表現力の一層の重視 
 ・ 記述式問題の段階的導入 
     平成３２～３５年度：短文記述式 
     平成３６年度～：より文字数の多い記述式 
 ・ マークシート式問題の改善（平成３２年度～） 
 ・ ＣＢＴの検討・導入（平成３６年度以降の導入を目指す） 
    ※複数回実施については、日程上の課題やＣＢＴの導入、等化等な 
      どを中心として、引き続き検討 
 
 
 

→「最終報告」後、「大学入学者選抜方法の改善に関する 協議」の場で具
体的な在り方を検討（平成３２年度に実施 される選抜から適用） 

高等学校教育改革 

→「最終報告」後、文部科学省において、関係団体等の参画を得て、実証的・
専門的検討、新テストの実施方針（平成２９年度初頭）に反映 

• 関係省令の改正（「三つの方針」の一体的な策定・公表の制度化） 
                       （平成２８年３月改正、平成２９年４月施行） 
• 「三つの方針」の策定・運用に関する「参考指針」の作成（平成28年3月） 
• 各大学において育成を目指す人材像や具体的な教育活動の明確化 
• 入学から卒業までの、大学教育を充実するためのPDCAサイクルを強化 

✔三つの方針（卒業認定・学位授与、教育課程編成・実施、 
 入学者受入れ）に基づく 大学教育の質的転換 

✔認証評価制度の改善 

• 高大接続改革の趣旨を踏まえた評価項目・方法の改善（「三つの方針」に基
づく大学教育の質的転換促進や、内部質保証を重視した評価） 

                （平成３０年度から始まる第３サイクルの評価に反映） 

✔学習指導要領の抜本的な見直し 

✔学習・指導方法の改善 

✔多面的な評価の推進 

• 育成を目指す資質・能力を踏まえた教科・科目等の見直し 
 （「歴史総合（仮称）」、「数理探究（仮称）」、情報活用能力を育成する新科目など） 

• カリキュラム・マネジメントの普及・促進 

• アクティブ・ラーニングの視点からの学習・指導方法の改善 
• 教員の養成・採用・研修の見直し 

• 学習評価の改善 
• 多様な学習成果を測定するツールの充実 
 →「高等学校基礎学力テスト（仮称）」の導入 
    基礎学力の定着度合いを把握し、指導の工夫に生かす仕組み。 
    CBT導入を検討。 
   （平成３１～３４年度：試行実施、平成３５年度～：新学習指導要領に対応） 
 
 
 

 →農・工・商業などの検定試験や英語などの民間検定試験の利活用の促進 

《「学力の３要素」の確実な育成 》 

《「学力の３要素」の多面的・総合的評価 》 
《「学力の３要素」の更なる伸長》 

大学教育改革 
→「最終報告」後、文部科学省において、関係団体等の理解と協力を得て、 
  実証的・専門的検討、新テストの実施方針（平成２９年度初頭）に反映 

大学入学者選抜改革 

✔ 「大学入学希望者学力評価テスト（仮称）」 の導入 
  （平成３２年度～実施、平成３６年度からは新学習指導要領に対応） 

✔個別入学者選抜の改革 
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平成２７年度 ２９年度 ３０年度 ３１年度 ３２年度 

周知・徹底 
教育課程の
見直し 

学習指導方法の
改善、教員の指
導力の向上 

「高等学校基
礎学力テスト
（仮称）」の導
入 

多面的な 
評価の充実 

中央教育審
議会にて審
議 

答
申 

告
示 

制度改正 

３３年度 ３４年度 ３５年度 

「実
施
大
綱
」の

策
定
・公
表
（30

年
度
初
頭
） 

中央教育審
議会にて審
議 

答
申 

「実
施
大
綱
」の
検
討

（
新
テ
ス
ト
の
具
体
的

内
容
） 

教科書作成・検定・採択・供給 

プ
レ
テ
ス
ト
の
実
施

（
29
年
度
目
途
） 

「実
施
方
針
」の

策
定
に
向
け
た

検
討 

３６年度 

新学習指導要領 
（年次進行で実施） 

新学習指導要領を 
踏まえた対応 

「高等学校基礎学力テスト（仮称）」の試行実施 

三つの方針に
基づく大学教
育の実現 

２８年度 

学校教育法施行規
則、大学設置基準
等の改正、三つの
方針の策定・公表
のガイドラインの策
定 

認証評価制
度の改革 

「大学入学希
望者学力評
価テスト（仮
称）」の導入 

個別大学に
おける入学
者選抜改革 

「高等学校基礎学力
テスト（仮称）」の実施 

各大学において、
三つの方針の策
定、見直し等の
取組（３月末まで
に要完了） 

４
月
改
正 

省
令
施
行 

認証評価の細目
を定める省令の
改正（三つの方
針に関する評価 
など 

評価機関におい
て、新たな評価基
準等への改訂、各
大学への周知 

各大学にお
いて、自己
点検・ 評価 

４
月
改
正
省

令
施
行 第３サイクル評価開始（平成３０年度～） 

「実施方針」の策
定に向けた検討      

「実施方針」の
策定・公表（29
年度初頭） 

プレテストの
実施（30年度
目途） 

「実施大綱」
の策定・公
表（31年度
初頭目途） 

「大
学
入
学
希

望
者
学
力
評

価
テ
ス
ト
（
仮

称
）」の
実
施 

新
学
習
指
導
要

領
に
対
応
し
た

「実
施
大
綱
」の

予
告 

新
学
習
指
導
要

領
に
対
応
し
た

「実
施
大
綱
」の

策
定
・公
表 

新テストに係る実証的・専門的検討と準備・実施 

新学習指導の
下での実施 

大学入学者選抜
実施要項の見直
しについて、高
校・大学関係者に
よる協議 

各大学の入
学者選抜方
法等の予
告・公表 

「平
成
33
年
度
大
学

入
学
者
選
抜
実
施

要
項
」発
出
（
32
年

５
月
） 

各
大
学
で
選
抜
実
施 

新
学
習
指
導
要
領

に
対
応
し
た
個
別

選
抜
の
実
施
に
関

す
る
通
知 

各
大
学
の
入

学
者
選
抜
方

法
等
の
予
告
・

公
表 

「平
成
37
年
度
大
学

入
学
者
選
抜
実
施

要
項
」発
出
（
36
年

５
月
） 

各
大
学
で
選
抜

実
施 

新
学
習
指
導
要

領
に
対
応
し
た

テ
ス
ト
の
実
施 

多面的な評価の推進 
・学習評価の在り方の見直しや指導要録の改善 
・学習成果を多面的に評価するツールとしての民間検定等の活用の促進 
・生徒自身の自発的なキャリア形成を促す方策の推進 

【具体的方策】２．大学教育改革 

制度改正に基づく教員の養成・採用・研修の充実 

「実
施
方
針
」の
策

定
・公
表 

（
29
年
度
初
頭
） 

★各大学における各方針を踏まえた卒業認定、  
  カリキュラム改革、入学者選抜の改革、SD、FD等の  
   取組  
  → 可能なものから速やかに実施 

【具体的方策】３．大学入学者選抜改革 

現行学習指導要領の下での実施 

大学入学者選
抜実施要項の
見直しに係る
予告通知（29
年度初頭目
途） 

【具体的方策】１．高等学校教育改革 

 高大接続システム改革のスケジュール 
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「次世代の学校」の創生に必要不可欠な教職員定数の戦略的充実 

未来を担う子供たちのために 「次世代の学校」の創生へ 
～平成27年12月21日 中教審３答申～ 

子供 

スクール 
カウンセラー 

スクール 
ソーシャル 
ワーカー 

地域連携の 
中核を担う 
教職員 

教員を 
バックアップする 
多様なスタッフ ・・・ ・・・ 

学校の組織運営改革 
（⇒チーム学校） 

教員 

校長 

子供へのカウンセリング等に 
基づくアドバイス 
校内研修の実施 等 

学校運営 
協議会 

子供たちが自立して活躍する「一億総活躍社会」「地方創生」の実現 

地域学校協働本部 

・校長のリーダーシップを応援 
・地域のニーズに応える学校づくり 

授業等の学習指導 
生活指導・保護者対応 等 

地域の人々が 
気軽に参加して 

学校の活動を支援 

保護者・地域住民・企業等 
連携・協働 

教員改革 
（⇒資質向上） 

ベテラン段階 

養成・採用・研修を通じた 
不断の資質向上 

中堅段階 

 
１～数年目 

採用段階 

養成段階 

教員育成指標 

現職研修改革 

採用段階の改革 

養成段階の改革 

・管理職研修の充実 
・マネジメント力強化 

・ミドルリーダー育成 
・免許更新講習の充実 

・チーム研修等の実施 
・英語・ICT等の課題へ対応 

・採用試験の共同作成 
・特別免許状の活用 

・インターンシップの導入 
 学校現場や教職を早期に体験 

・教職課程の質向上 

答申①←教育再生実行会議第７次提言 

・土曜日の教育活動 
・放課後子供教室 
・家庭教育支援活動 等 

保護者 

子供への個別カウンセリング 
いじめ被害者の心のケア 等 

困窮家庭への福祉機関の紹介 
保護者の就労支援に係る助言 等 

←都道府県が策定 

←国が大綱的に提示 育成指標策定指針 

答申②←教育再生実行会議第７次提言 答申③←教育再生実行会議第６次提言 

コミュニティ・スクール 

地域からの学校改革 
（⇒地域参画促進） 

 要・法改正：免許法、教員センター法、教特法  要・法改正：学校教育法、地方教育行政法 

要・法改正：地方教育行政法 

要・法改正：社会教育法 

校長の 
リーダーシップの下

学校を運営 

・学校運営の基本方針 
・学校運営や教育活動 等 

事務職員 

予算の執行管理、情報管理等により 
校長のマネジメントを支える 

※共同実施により学校の事務を効率化 
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参 考 

• 文部科学省 > 政策・審議会 > 審議会情報 > 中央教育審議会  

   http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo0/index.htm 

 

• 文部科学省 > 政策・審議会 > 審議会情報 > 中央教育審議会 > 初等中等教育分科会 

   http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/index.htm 

 

• 文部科学省 > 政策・審議会 > 審議会情報 > 調査研究協力者会議等（高等教育） > 高大接続
システム改革会議 > 高大接続システム改革会議「最終報告」の公表について 

   http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/shougai/033/toushin/1369233.htm 
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